
    

 
  
 

 
 

 
日頃より、新型コロナウイルス感染症対策にご協力くださりありがとうございます。 

さて、日常生活における新型コロナウイルス感染症が、令和５年５月８日から５類感染症へ移行しました。 

（＊感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上位置づけ ５類感染症へ） 

学校では、これまで通りの日常の予防対策を行います。ご家庭でご確認の上、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

（１）健康観察について 

    ① 毎朝、登校前にご家庭で健康観察をお願いします。 

    ② 発熱等がある場合は、医療機関の受診やご家庭での療養をお願いします。 

       体調がすぐれない（普段と違う症状： 発熱・咽頭痛・咳など）場合は、登校を控え様子をみてください 

    ③ 毎日、水筒の持参をお願いします。（熱中症予防対策として） 

 

（２）マスク着用について 

    ① 児童及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことが基本となります。 

    ② 咳やくしゃみの際には、咳エチケットを行う。 

         ＊咳エチケット・・・くしゃみや咳をするときはハンカチなどでおさえる等 

 

（３）校舎内の換気について 

    ① 十分な換気ができるよう教室内の窓を常時開ける、休み時間毎に換気をする等を継続します。 

 

（４）出席停止の取扱について 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊無症状の感染者に対する出席停止期間 検体を採取した日から 5 日経過するまで 

＊濃厚接触者としての特定は行われないこと、行動制限はない 出席停止の対象とする必要はないこと。 

   新型コロナ感染症の感染が確認されていない者は出席停止の対象としない。 
   病気欠席の扱い： 発熱、咽頭痛・咳症状があり欠席する場合 （病院受診を勧めます） 
                   感染症の診断があるとき、出席停止となります。 

やるべき事は変わらない、基本的な予防対策をすること！ 

出席停止の期間 

コロナ・・・ 発症した後 5 日を経過し、かつ症状が軽快した後 1 日を経過するまで   

★軽快とは、解熱剤を使用せず解熱し、かつ咳や咽頭痛がないこと 

  （ インフルエンザ・・・発症した後 5 日を経過し、かつ症状が解熱後 2 日を経過するまで） 
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